
 

   ７／20（木）の行事   
 

 
 
 

                             報道発表資料の配付日時 ７月７日（金）    
 

発 表 項 目 
 

（行 事 名 ） 

令和５年度十勝地域廃棄物不法処理対策戦略会議の開催について 

概 要 

  
１ 日 時  令和５年７月20日 （木）   13：30～15：00 

 
２ 場 所  北海道十勝総合振興局 ４階ＡB会議室 

北海道帯広市東３条南３丁目  
 

３ 内 容 （１）北海道の産業廃棄物不法投棄の状況及び対策について 

（２）令和４年度事業結果について 

（３）令和５年度事業計画について 

（４）その他 

参 考 

 ＊十勝地域廃棄物不法処理対策戦略会議 

   十勝管内の廃棄物不法投棄や不適正処理の防止と、これらに対する
迅速かつ的確な対応を行うことを目的に、十勝総合振興局、管内市町
村、警察署等の機関及び北海道産業資源循環協会十勝支部などにより
構成。 

   全道会議として、北海道廃棄物不法処理対策戦略会議がある。 

報道(取材) 
に当 たって 
の お 願 い 

  

他 のクラブ 
と の 関 係 

 同 時 配 付 
 同 時 レ ク 
 記 者 レ ク 

 

そ の 他 
 添付資料名：「十勝地域廃棄物不法処理対策戦略会議設置要綱」・「十勝地域
廃棄物不法処理対策戦略会議構成機関」 

担      当 
（連 絡 先 ） 

 北海道十勝総合振興局保健環境部環境生活課地域環境係 （担当：渡辺） 

                     ＴＥＬ０１５５－２６－９０２５   （直通） 

 



十勝地域廃棄物不法処理対策戦略会議設置要綱 

 

（目的） 

第１条 十勝地域の廃棄物の処理、各種リサイクル等の指導に係る関係機関が緊密に連携し、廃棄物の不適正

処理及び不法投棄等（以下「不法処理」という。）の防止と、これらに対する迅速かつ的確な対応を行い、

もって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資することを目的として十勝地域廃棄物不法処理対策

戦略会議（以下「戦略会議」という。）を設置する。 

 

（事業） 

第２条 戦略会議は次の事業を行う。 

(１) 不法処理の防止及び発生後の対応に関し、関係機関が連携して実施すべき施策の検討 

(２) 不法処理の情報交換に関すること 

(３) 不法処理防止のための広報啓発活動に関すること 

(４) その他戦略会議の目的を達成するために必要な事業 

 

（構成） 

第３条 戦略会議は、次の機関をもって構成する。 

（１） 戦略会議は、別表に定める関係機関の担当職員をもって構成する。 

（２） その他北海道十勝総合振興局保健環境部くらし・子育て担当部長（以下「くらし・子育て担当部長」とい

う。）が必要と認めるときは、別の関係機関等を加えることができる。 

 

（開催） 

第４条 戦略会議は、くらし・子育て担当部長が開催する。 

 

（会議） 

第５条 戦略会議は、原則として年１回開催するものとし、その他必要に応じて会議を開催する。 

 

（ワーキンググループ） 

第６条 戦略会議には、第２条（１）に掲げる施策の検討に当たり、必要に応じ、ワーキンググループを設置するこ

とができる。 

 

（意見の聴取等） 

第７条 戦略会議及びワーキンググループは、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させて

意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。 

 

（事務局） 

第８条 戦略会議の事務局は、北海道十勝総合振興局保健環境部環境生活課に置く。 

 

附則 この要綱は、平成１７年６月２７日から施行する。 

この要綱は、平成１８年５月１８日から施行する。 

この要綱は、平成２２年５月１３日から施行する。 

この要綱は、平成２４年５月１日から施行する。 

この要綱は、平成２８年５月２６日から施行する。 

この要綱は、平成３０年６月６日から施行する。 

 

 

 



（別表） 

十勝地域廃棄物不法処理対策戦略会議構成機関 

機関名 担当職員（役職名） 備考 

帯広開発建設部 公物管理課長  

帯広開発建設部 技術管理課長  

広尾海上保安署 次長  

釧路方面本部十勝機動警察隊 機動第１中隊長  

帯広警察署 生活安全課長  

池田警察署 刑事生活安全課長  

新得警察署 刑事生活安全課長  

広尾警察署 刑事生活安全課長  

本別警察署 刑事生活安全課長  

帯広市 清掃事業課長  

音更町 環境生活課長  

士幌町 町民課長  

上士幌町 町民課長  

鹿追町 町民課長  

新得町 町民課長  

清水町 町民生活課長  

芽室町 住民生活課長  

中札内村 住民課長  

更別村 住民生活課長  

大樹町 住民課長  

広尾町 住民課長  

幕別町 防災環境課長  

池田町 町民課長  

豊頃町 住民課長  

本別町 住民課長  

足寄町 住民課長  

陸別町 町民課長  

浦幌町 町民課長  

十勝圏複合事務組合 くりりんセンター所長  

北十勝二町環境衛生処理組合 場長  

南十勝複合事務組合 事務局長  

北海道産業資源循環協会十勝支部 支部長  

十勝総合振興局帯広建設管理部 維持管理課長  

十勝総合振興局保健環境部 くらし・子育て担当部長  

十勝総合振興局保健環境部 環境生活課主幹  

 

 

 


